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化学の
特許はおまかせ！
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「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を
行っていると，開発した新しい技術を世の中に広めて
いくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会
もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許について
のアレコレを，生涯一ケミストを自認する中務先生が
イチからやさしく教えていきます！

「特許請求の範囲」は特許制度のツボ
本連載では，全8回のなかで合計50回以上「範囲」という

単語をうるさいくらいに連呼してきました．今回から，ズバ
リ「特許請求の範囲」についての説明を2回にわたってしてい
きます．学術論文にはなく，特許文献だけに記載される「特
許請求の範囲」．これを理解することが特許制度全体の理解
につながるのです．気合を入れて勉強しましょう！

特許請求の範囲の働き
今月のホーリツに記載の特許法第68条に「特許権者は，
業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定され
ているとおり，特許権をもつ者は，業（ビジネス）として特
許された発明を独占実施することができます．では，「特許
発明」の範囲はどのように定められるのでしょうか．
特許法第70条第1項には，「特許発明の技術的範囲は，願

書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければ
ならない」と規定されています．「定めなければならない」と
記載されているとおり，特許請求の範囲を基準とすることは
絶対的なのです．一方，特許法第70条第2項には，「願書に
添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範
囲に記載された用語の意義を解釈する」と規定されています．
すなわち，明細書の記載は，特許請求の範囲を解釈するため
の参考資料にすぎないのです．
たとえば，私の顧客企業の方が，「中務さん，ライバル
会社の特許の明細書の実施例に書かれていることと，ウチ
がやっていることがほとんど同じなんですけど，大丈夫で
しょうか？」と尋ねてこられたとしましょう．このようなと
き，私はライバル会社の特許の請求項を確認したうえで，「御
社の実施内容は，ライバル会社の『特許請求の範囲』から外
れているから大丈夫ですよ」と回答することがよくあります．
このように，権利範囲を画定するための働きを一手に引き受
けているものこそが「特許請求の範囲」であり，明細書「だけ」
に記載されていることは権利に無関係なのです．

「特許法」
ୈ ��ୈ � ʢ߲ಛڐٻのൣғのࡌهཁ݅ʣ
「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分
して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受け
ようとする発明を特定するために必要と認める
事項のすべてを記載しなければならない。（以
下略）」

ୈ ��ʢಛݖڐのޮྗʣ
「特許権者は、業として特許発明の実施をする
権利を専有する。（以下略）」

ୈ ��ʢಛ໌ൃڐのٕज़తൣғʣ
「第 1項　特許発明の技術的範囲は、願書に添
付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めな
ければならない。
第 2項　前項の場合においては、願書に添付
した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請
求の範囲に記載された用語の意義を解釈するも
のとする。
第 3項　（省略）」
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化学の特許はおまかせ！
中務先生のやさしいカガク特許講座

特許請求の範囲とは？
特許の話をしていると，「特許請求の範囲」，「請求項」，「ク

レーム（claim）」，「技術的範囲」，「権利範囲」と，なんだか似
たような言葉がでてきます．一旦ここで少し整理しておきま
しょう．
■請求項，クレーム
特許法第36条第5項には「特許請求の範囲には，請求項に

区分して，（中略）記載しなければならない」と規定されてい
ます．つまり，「特許請求の範囲」のなかに「請求項1」，「請求
項2」，…というような複数の「請求項」が含まれているとい
う構成なのです．英語ではこのような用語の使い分けはなく，
いずれも「claim（s）」で表されシンプルです．私たち弁理士
も日常的には「請求項」，「クレーム」ということがほとんどで
すから，「特許請求の範囲」という言葉は，正しい法令用語と
しておもに書面で用いられるものだといえます．
■技術的範囲
また，特許権を行使できる範囲のことを法令用語では「技
術的範囲」といい，私たちも正式な書面ではそう書きますが，
これも日常の議論ではあまり使われず，単に「権利範囲」とい
うことが多いです．英語では，「範囲」は「scope」なので，特

許権で保護される範囲といった意味で「scope of protection」
という表現もよく使われます．
ここで説明した用語は現実にはかなり曖昧に使われていま

す．したがって，特許請求の範囲に記載されている「請求項
（クレーム）」と，特許発明の技術的範囲についてざっくり表
現した「権利範囲」の二つの用語を使うことができれば，議
論する際に困ることはないでしょう．

請求項の読み方（権利一体の原則）
■構成要件
特許法第36条第5項には「特許請求の範囲には，（中略）各

請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定
するために必要と認める事項のすべてを記載しなければなら
ない」と規定されています．ここで，「特許出願人が特許を受
けようとする発明を特定するために必要と認める事項」とい
うフレーズは長くてわかりにくいので，「構成要件」といい換
えます．「構成要件」とは，発明を構成する必要条件という意
味です．そうすると，同項は「請求項には，構成要件のすべ
てを記載しなければならない」と書き換えられます．
■権利一体の原則
このときポイントとなるのは構成要件の「すべて」を記載

「請求項なんて日本語じゃない！」

「߲ٻなんて，もはや日本ޠじΌないですよ．変なจষをわざ

とわかりにくくॻいていますよね」などといわれることがありま

す．確かに読みづらいจষではありますが，ܾしてわかりにくく

ॻいているのではなく，よりく明確なݖརを取得しようとする

とそうなってしまうのです．

まͣ，߲ٻではݖརを取得しようとするରを明らかにしな

ければなりません．したがって，ରとする発明が「物」にしろ「方

法」にしろ，จষのޙ࠷はඞͣ名ࢺになります．そして，一つの

߲ٻでอޢされるରは一つなので，ଟくの場合一จでࡌهし

なければなりません．อޢରを明確にするために，そのような

ॻき方になるのです．学ߍの࡞จの授業では，ओޠ，ड़ޠのॱ൪

でจষをࡌهし，複雑になったらจষをஅしなさい，と教わり

ますが，߲ٻのࡌهはそのਅٯなので読みづらいのです．

そして，ଟ数の構成ཁ݅でそのたった一つの名ࢺをम০してい

きますので，一จがとてもくなってしまいます．ଟくの߲ٻは，

「"，# ͓よび C を含Ή成物」みたいなγンϓルなものではなく，

たいてい「B1，B2 または B3 からબされる "，ガラスసҠԹ

が˓ʙʷ ˆの #， ͓よび化学 （ࣜ1）でࣔされる化合物 C を含み，

ί ϥ ム

"，# ͓よび C の含有量が数 （ࣜ2）をຬし，25 ˆに͓ける͛ۂ

弾性率が˛ʙ˘ .1B である成物」といったようなจষになりま

す．બࢶ，合比，物性パラメータ，化学ࣜ，数ࣜなどを動員し，

ઌߦ技術から۠ผできて༏れた効果をするൣғを，できるだけ

くしかも明確にғめるように，あれこれと構成ཁ݅をみ合わ

せてද現するのです．

構成ཁ݅は，۩体的でڱいほど明確でわかりやすく，くしよ

うとするほどわかりにくくなります．たとえば，「Τタノール」は

わかりやすくٞの༨はありませんが，「炭素数1 ʙ� のࢷ

Ξルコール」とした場合には，ࠎ格をもつγクϩϔキサノールを

含Ήのかどうかなど，解ऍに༨が生じてわかりにくくなります．

そのため，いݖརを得ようとするほど，構成ཁ݅がわかりにく

くなるにあります．

Ҏ্のように，߲ٻはಛघなจষではありますが，ܾしてわ

ざとわかりにくくॻいているのではありません．このことは֎ࠃ

でもಉ様であり，ӳޠでॻかれた߲ٻを༁しても日本出ئの

߲ٻとࣅたようなॻき方となっていますから，߲ٻをࡌهす

る࡞法は万ڞࠃ通のようです．もしかしたら，ΞメリΧあたりで

は「߲ٻなんてӳޠじΌないʂ」なんていわれているかもしれま

せんね（স）．
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ಛڐ請求のൣғとはʁ�ʢલฤʣ

た発明の権利範囲の解釈のしかたについてご理解いただけた
でしょうか．
長くて複雑な請求項を読むのは簡単なことではありません

が，構成要件に分けてていねいに検討すれば案外と理解でき
るものです．また，構成要件の解釈に際しては，明細書中の
説明を参照しましょう．請求項を読むのは，学生時代の長文
読解のテストと似ていて，あれこれ参照しながら繰り返し読
んでいるうちにだんだんと理解できるようになるものです．

しなければならないという点です．「すべて」を備えたものを
一体として捉える大原則のことを「権利一体の原則」といい
ます．そして，構成要件の「すべて」を満足する第三者の実
施行為に対して特許権が及ぶことになります．
■実例で考えよう
図1に示す実例を見ながら詳しく説明していきましょう．

請求項1は「ポリプロピレン（A），ヒンダードフェノール系
酸化防止剤（B），ヒンダードアミン系光安定剤（C）および顔
料（D）を含む樹脂組成物」です．熱による酸化劣化を防止す
る B，光による劣化を防止する C，光が内部に侵入するのを
抑制する Dを組み合わせて，ポリプロピレン樹脂組成物の
耐候性が改善されました．

A，B，C，Dを含む組成物1を第三者が許可なく実施してい
ればもちろん特許権侵害です．仮に，組成物1に新たに E（ベ
ンゾトリアゾール系紫外線吸収剤）を加えてさらに高性能な
組成物2としたとしても，A，B，C，Dを含むことには変わりは
ないので，特許権侵害になります．このように，請求項の内
容を丸ごと利用した発明を「利用発明」といい，権利範囲に
含まれます．一方，顔料（D）を配合せず，A，B，Cだけを含む
組成物3は構成要件を「すべて」満足するわけではありませ
んから，権利範囲には含まれません．また，ポリプロピレン
（A）をポリエチレン（A ′ ）に置き換えた組成物4も同じく権
利範囲には含まれないのです．
こうして「権利一体の原則」に従い，構成要件ごとに検討

すれば，権利範囲の解釈もわかりやすいと思います．しかし
実際は，このようにシンプルな構成の請求項ばかりではない
のが悩みの種です（コラム参照）．

習うより慣れろ
特許請求の範囲と明細書の役割分担や，請求項に記載され

�ճ��/&95࣍
ಛڐٻのൣғͱʁʢޙฤʣ
「ಛڐٻのൣғ」について，もうগし突っࠐんでઆ明
します．「物」の߲ٻと「方法」の߲ٻはどうҧう
のかʁ 一つの出ئ中にଟくの߲ٻがࡌهされている
のはなͥなのかʁ ߲ٻについてのよくあるٙに
えていきます．

A＋B＋C＋D

A＋B＋C＋D＋E
（利用発明）

☆組成物1
× 組成物3
（D欠如）

× 組成物4
（A ⇒ A′）

☆組成物2

［請求項1］ポリプロピレン（A），ヒンダードフェノール系
酸化防止剤（B），ヒンダードアミン系光安定剤（C）およ
び顔料（D）を含む樹脂組成物．

・組成物1：A＋B＋C＋D ⇒ 侵害
・組成物2：A＋B＋C＋D＋E（ベンゾトリアゾール）

⇒侵害（利用発明）
・組成物3：A＋B＋C ⇒ 非侵害
・組成物4：A′（ポリエチレン）＋B＋C＋D ⇒ 非侵害

ਤ 1ɹಛڐٻͷൣғͷ࣮ྫ


